
新紺屋小学校 PTA 規約  

第１章  総 則  

第１条 この会は新紺屋小学校 PTA という。  

第２条 この会は本校児童の父母、またはこれに代わる保護者と教職員をもって会員

とする  

第３条 この会は事務所を新紺屋小学校に置く。  

第４条 この会は本校児童の幸福を願い、健全な成長を図るとともに、本校教育全般

について、その向上のために協力することを目的とする。  

第５条 この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。  

（1）児童の指導に関すること。  

（2）児童の福祉厚生に関すること。  

（3）教師の研修奨励に関すること。  

（4）会員相互の教養・親睦に関すること。  

（5）その他この会の目的達成に必要なこと。  

 

第２章  組 織  

第６条 この会は次のことを組織する。  

（1）学級ＰＴＡの中から、委員長１名、専門部長３名の学級委員を選出し、この委

員をもって学年委員会を組織する。但し、学級副委員長は専門部委員のうち 1

名が兼務する。  

（2）学年委員長１名は学級委員長の中から互選し、他の学級委員長は学年副委員

長を兼務する。  

（3）正・副会長、庶務会計、学級委員長、専門部長、学年主任をもって学校委員

会を組織する。  

（4）正・副会長、庶務会計、学年委員長をもって運営委員会を組織する。  

但し、会長は必要に応じて専門部長を加えることができる。  

第７条 この会に次の専門部を置く。  

① 研修部  ② 情報部  ⑨ 校外指導部  

 

第３章  機 関  

第８条 この会に次の専門部会を置く。  

① 総 会   ② 学校委員会 ③ 運営委員会 ④ 学年総会  

⑤ 学年委員会 ⑥ 専門部会  

第９条 総会は最高決議機関で、毎年 4 月に開く。  

臨時総会は学校委員会の要求により、会長が召集する。  

○付加細則  

（1）総会は過半数の会員の出席をもつて成立する。  

（2）総会への出席は委任状をもって代えることができる。  

（3）総会の決議は、出席会員の過半数の賛成による。  

（4）可否同数の時は、議長の採決による。  

第 10 条 総会は次のことを決める。  

（1）会則を決めること。  

（2）役員を承認すること。  

（3）予算・決算の承認をすること。  

（4）会の事業に関すること。  

（5）学校委員会での決議事項、処理事項を承認すること。  

第 11 条 学校委員会及び運営委員会は、必要に応じて会長が召集する。また、  



学校委員会において委員の 3 分の 2 以上の要求があったとき、これを召集しな

ければならない。  

第 12 条 学校委員会は次のことを行う。  

（1）総会で決められた事項の運営。  

（2）総会に提出する事項を決める。  

（3）追加、更正予算の承認。  

（4）第 13 条の(1)号の承認。  

（5）役員の選出および任期中の役員を改選した場合の承認。  

第 13 条 専門部会は次のことを行う。  

（1）各専門事項についての企画、運営、処理をする。  

（2）総会及び学校委員会で決めたことを、実施処理する。  

 

第 4 章  役 員  

第 14 条 この会に次の役員を置く。  

（1）会長１名、副会長４名（内 1 名は教頭）、庶務会計 3 名（内 1 名は教務主任）、

会計監査３名、学校委員 若干名  

（2）この会に顧問を置くことができる。（内 1 名は校長）  

第 15 条 会長・副会長は会員中より学校委員会において選出し、総会で承認する。  

会長はこの会を代表する。  

副会長は会長を助け、会長が事故ある時は、これを代理する。  

顧問は学校委員会で推薦し、総会で
すいたい

推戴する。  

第 16 条 庶務会計及び会計監査は学校委員会で選任し、総会で承認する。  

庶務会計はこの会の事務を行い、会計監査は会計の監査を行う。  

弟 17 条 この会の役員及び委員の任期は、すべて 1 年とする。但し、再任は妨げない。 

 

第 5 章  会 計  

第 18 条 この会の経費は、会費、補助金等をもって、これにあてる。  

第 19 条 この会の会費は、定期総会において決める。  

第 20 条 この会の会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。  

 

第 6 章  付 則  

第 21 条 この規約は昭和 24 年に制定され、次の日付けで一部改正された。  

35 年 4 月 01 日  39 年 4 月 20 日  42 年 5 月 09 日  44 年 4 月 24 日  

46 年 4 月 28 日  48 年 4 月 28 日  49 年 4 月 27 日  50 年 4 月 30 日  

55 年 4 月 25 日  56 年 4 月 24 日  60 年 4 月 01 日  平成 4 年 2 月 07 日  

   平成 11 年 4 月 23 日    平成 25 年 3 月 5 日  

    

第７章  細 則  

1 専門部会細則を次のとおり定める。  

（1）各専門部は、各学級から選出された 1 名の専門委員と担当教諭をもって組織

する。  

（2）この部会は部長 1 名、副部長若干名を置く。 

（3）正・副部長は委員の中から互選する。 

（4）専門部会は、それぞれ次の事項を行う。 

① 研修部 

ア 会員相互の教養を高めるための研修活動 

イ 家庭教育に関する研修と教育講演会の開催 



ウ 市Ｐ連教育研修部への対応 

エ 会員の読書振興     

② 情報部 

ア PTA 新聞の発行 

イ その他必要な広報活動 

            ウ 市Ｐ連情報活動部への対応  

③ 校外指導部 

ア 児童の交通安全指導の計画と推進 

イ 通学路整備についての協力 

ウ 校外における児童の生活指導の諸計画と推進 

エ 学校における生徒指導への協力 

            オ 市Ｐ連教育研修部への対応  

                     

２ 運営委員会・学年総会・学年委員会の細則を次のとおり定める。 

（1）運営委員会は本会の執行機関として、学校委員会の原案作成及びその決定事項の

執行にあたる。 

（2）学年総会は学年ＰＴＡの最高決議機関であり、毎年４月に開く。臨時総会は会長

および学年委員会の要求によって、学年委員長が召集する。 

（3）学年委員会は学級委員と学級担任教諭をもって組織し、学年ＰＴＡの活動、

運営事項の決定、学年ＰＴＡの運営、学年ＰＴＡ会員との連絡にあたる。  


